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令和５年（２０２３年）１０月３０日  

 

 

職員の処分について 
 

１ 職員職氏名   熊本市民病院 医員 

       島田 尚慈（男性・２７歳） 

 

２ 処分内容    免職 

 

３ 処分事由    地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反） 

地方公務員法第２９条第１項第３号（一般非行） 

 

４ 処分日     令和５年（２０２３年）１０月３０日（月） 

 

５ 事実の概要   被処分者は、令和５年（２０２３年）１０月２３日（月）午後 

６時頃より午後 7時３０分頃まで自宅で飲酒した後、午後１１ 

時頃まで就寝。翌１０月２４日（火）午前０時３０分頃に自家 

用車を運転し外出。同日午前１時３０分頃に安巳橋（中央区九 

品寺）を自家用車で通行中、ハンドル操作を誤り車両の左前方 

から橋の欄干に衝突。警察による飲酒検査の結果、呼気１リッ 

トル当たり０．２７ミリグラムのアルコールが検出されたもの 

である。 

 

６ 関係者の処分  なし 

   

  ※熊本市懲戒処分の指針 

    第２ 標準例 

     ４ 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 

（１） 飲酒運転（酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。以下同じ） 

       イ 飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職と 

する。この場合において、措置義務違反をし、又は任命権者に事故の報 

告を怠った職員は、免職とする。 

 

 
【問合せ先】 

熊本市病院局事務局総務企画課 

総務企画課長：鳩野 浩次 

電話番号 096-365-1711 


